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 文の京都市景観賞の選考基準について（変更案）  

◎（仮称）まち並み景観賞 

建物・通り・広告物などに共通する基準 

区の魅力を生かした都市景観の形成に貢

献しているもの 

１ 
起伏に富んだ地形を生かしている

もの 
２ 歴史性、文化性に配慮しているもの 

３ 
多様な緑を生かし、潤いが感じられ

るもの 
４ 

周辺の建築物やまち並みと調和がと

れているもの 

〇建物に関する基準 

・形態や意匠が優れ、素材等がうまく使われているもの 

・外壁等の色彩が落ち着いていて、色数やコントラストなどに配慮があるもの 

・室外機やダクト類等が目立たないように配慮されているもの 

・接道緑化等の緑化を図り、周辺に潤いが感じられるもの 

〇広告物に関する基準 

・受け手への配慮が十分なされているもの 

・内容が簡潔で分かりやすく表現されているもの 

 

 

◎景観づくり活動賞 
住民及び団体の活動を通じ「文の京」の

景観づくりに貢献しているもの 

１ 
独創性のある活動を現在まで継続

的に行っているもの 
２ 

活動内容が周辺住民の理解を得られ

やすく誰もが参加しやすいもの 

３ 
行政、NPO、企業等、その他の活動

団体との連携が図られているもの 
４ 活動の認知度や評価が高いもの 

 

 

◎（仮称）こども景観写真賞 
児童の視点でまち並みが撮影されている

もの 

１ 
児童が撮影したもので、構図やアイ

ディアが優れているもの 
２ 

景観を形成している建築物や自然、

人々の活動を撮影しているもの 

 

 

 

 

 


